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金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号イからニまで

に掲げられる要件に類似する性質を有するもの及び同号チに規定する資産証券

化商品から除かれるものを指定する件【新設】の概要 

 

１． 金融商品取引業等に関する内閣府令第 295 条第３項第 1 号ホの規定に基づき同号イ

からニまでに掲げる要件に類似する性質を有するものとして、独立行政法人住宅支援

機構法第19条第１項に基づき発行される機構債券のうちその債務の履行を担保するた

めに同法第21条に基づき信託が設定されているもの又は当該信託受益権に該当するも

のを定める。 

 

２． 金融商品取引業等に関する内閣府令第 295 条第３項第 1 号チの規定に基づき資産証

券化商品から除外されるものとして、プロジェクト・ファイナンス、オブジェクト・

ファイナンス、コモディティ・ファイナンスに該当する有価証券又は資金の貸付けに

係る債権を定める。 

  

 


